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中小企業再生支援資金の融資案内 

（略称「再生支援」） 

 

令和８年４月１日 

群馬県産業経済部地域企業支援課 

 

この資金は、中小企業者の企業再生を図るため、金融機関及び群馬県信用保証協会（以下「保

証協会」という。）と協力して実施する融資制度です。 

ご利用については、取扱金融機関又は最寄りの保証協会本支店にご相談ください。 

 

１ 申込みのできる方 

群馬県内において事業を行っている中小企業者又は中小企業団体で、次のいずれかに該当す

る方です。 

なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。 

また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象とな

りません。 

 

Ａ-1タイプ 群馬県中小企業活性化協議会の経営改善計画による事業再生要件 

群馬県中小企業活性化協議会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画

の実施に要する資金を必要とする方 

 

Ａ-2タイプ 群馬県経営サポート会議を利用した経営改善計画による事業再生要件 

群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した実現可能な経営改善計画の実施に要する資

金を必要とする方（保証協会の協力を得て実施する方に限ります。） 

 

Ｂ-1タイプ 保証協会の経営改善計画による事業再生要件 

保証協会の支援を受け、実現可能な経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金

を必要とする方 

 

Ｂ-2タイプ 求償権消滅保証利用要件 

保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする方（求償権の対象が損

失補償を付した県制度融資である場合に限ります。） 

 

  Ｃタイプ  事業再生保証利用要件 

保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする次に掲げる方 

（１） 民事再生法に基づく計画の認可を受け、再生計画の途上にある方 

（２） 会社更生法に基づく計画の認可を受け、更生計画の途上にある方 

 

２ 融資条件 

(１) 資金使途 

ア 運転資金 

事業を営むのに必要とする運転資金（原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の

借用料等の費用等）で、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。 

既に支出した資金の補填資金は対象となりません。 

 



 - 2 - 

イ 設備資金 

県内に設置する工場・店舗又は事務所等の新築・増改築、機械・装置などの取得に必

要な資金で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。 

なお、土地の取得費用は対象となりません。 

また、既に契約、発注又は工事着手したものや取得済みのものについても、対象とな

りません。 

(２) 融資限度額 

6,000万円 

（既にこの資金の融資残高がある場合には、これを控除した額を融資限度額とします。） 

(３) 融資期間 

Ａ-1、Ａ-2、Ｂ-1、Ｂ-2タイプの場合 

運転資金 １０年以内（内据置１年以内） 

設備資金 １２年以内（内据置２年以内） 

Ｃタイプの場合 

原則１年以内 

(４) 融資利率 

Ａ-1、Ａ-2、Ｂ-1タイプの場合 

責任共有制度対象 年 2.05%以内 

責任共有制度対象外 年 2.0％以内 

＊ 上記の融資利率は、令和８年４月１日現在のものです。 

＊ 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適

用します。 

Ｂ-2、Ｃタイプの場合 

金融機関所定利率 

(５) 信用保証 

Ａ-1、Ａ-2、Ｂ-1タイプの場合 

必ず保証協会の信用保証を付けていただきます。 

Ｂ-2タイプの場合 

必ず保証協会の求償権消滅保証を付けていただきます。 

Ｃタイプの場合 

必ず保証協会の事業再生保証を付けていただきます。 

(６) 担保・保証人 

融資を受ける金融機関や保証協会と相談していただきます。 

(７)返済方法 

年１回以上（月賦、半年賦、年賦など）の元金均等分割返済とします。 

 

３ 融資の申込み 

 融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。 

金融機関では、経営状況などをお伺いするとともに、保証協会と協議の上、この資金に該当

すると見込まれる場合に融資の受付けをいたします。 

(１) 申込先及び必要書類 

 次の書類を添付して金融機関の融資窓口にお申し込みください。 

ア 融資申込書（金融機関で定められている場合） 

イ 信用保証委託申込書（保証協会所定用紙） 
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ウ 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書 

エ 資金使途の確認に必要な資料（建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など） 

オ 経営改善計画書の写し（１頁｢１申込みのできる方｣のＡ-1、Ａ-2及びＢ－１の
要件に限ります｡） 

カ 市町村長が発行する認定書（経営安定関連保証（セーフティネット保証）を利用する

場合に限ります。） 

キ 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない
ことの誓約書（用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページ
からもダウンロードできます。） 

ク その他申込内容により、提出をお願いするものがあります。 

(２) 申込期間 

年間随時受け付けます。 

ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。 

 

４ 融資の決定 

(１) 金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。 

(２) 保証協会では、融資対象要件の確認を行い、保証が適当と認められる場合には保証協会

から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。 

 

５  その他 

詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせください。 

 

 

※既往債務の借換について 

 中小企業再生支援資金の既往債務については、本資金により借換ができます（ただし、Ｃ

タイプを除く。）。 

借換融資の申込みをされる場合は、融資を受けようとする金融機関の窓口にご相談くだ

さい。なお、詳しいことは、取扱金融機関、保証協会又は県地域企業支援課にお問い合わせ

ください。 
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●問い合わせ先 

群馬県庁地域企業支援課（金融係） 〒371-8570前橋市大手町一丁目1-1 

TEL 027-226-3332 FAX 027-223-7875 

群馬県信用保証協会 前橋営業部 

 

〒371-0026前橋市大手町三丁目3-1 

TEL 027-231-8818・8819 

〃     高崎支店 

 

〒370-0006高崎市問屋町二丁目7-2 

TE L027-362-7733 

〃     太田支店 

 

〒373-0851太田市新井町534-12 

TEL 0276-48-8811 

 
 ●経営安定関連保証の市町村の認定についての問い合わせ先 

各市町村の中小企業向け制度融資担当課（商業観光課、商工課、産業課、経済課など） 
 
 ●取扱金融機関 

銀行、信用金庫、信用組合及び商工中金の本支店 

 


